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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人の心電図ＥＣＧをモニタする監視ユニットと、
　治療ユニットと、
　前記ＥＣＧを表示するディスプレイとを有し、
　前記ディスプレイが、タッチスクリーンを有し、更に複数のユーザインタフェースウィ
ンドウを持ち、
　第１のウィンドウが、前記監視ユニット又は前記治療ユニットの少なくとも１つに関連
付けられる情報だけを表示し、第２のウィンドウは、前記監視ユニット及び前記治療ユニ
ットから独立したソフトウェアアプリケーションに関連付けられる情報を表示し、
　前記第１のウィンドウが、常に視認可能であり、かつ前記第２のウィンドウを隠すこと
ができるよう、前記ディスプレイが構成される、デバイス。
【請求項２】
　前記監視ユニットが更に、人のバイタルサインをモニタするよう構成される、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記タッチスクリーンにタッチすることにより、前記表示されたＥＣＧをユーザがズー
ムイン及びズームアウトすることを可能にするよう、前記ディスプレイが更に構成される
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
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　前記タッチスクリーンが、シングルタッチ制御又はマルチタッチ制御の少なくとも１つ
を介して前記ユーザにより使用されるよう構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記治療ユニットが、電気ショックを与えるよう構成される、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項６】
　少なくとも１つのウィンドウが、１つ又は複数のソフトウェアアプリケーションを表示
するよう構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記１つ又は複数ソフトウェアアプリケーションが、電子患者看護記録アプリケーショ
ンを含む、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　監視パラメータを設定する、電気ショックの投与を開始する、メニューをナビゲートす
る、電子患者看護記録において情報を入力する、又は、情報を取得する若しくはリモート
コンピュータ若しくはクラウドの少なくとも１つに情報を送信する、の少なくとも１つを
ユーザが行うことを可能にするよう、前記タッチスクリーンが構成される、請求項５乃至
７のいずれかに記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は例えば、医学デバイス及びシステムに関し、より詳細には、新規で進歩性を備
える心電図（ＥＣＧ）レビュー及び治療に関するタッチスクリーン・ユーザインタフェー
スを持つモニタ除細動器、及び追加的なユーザインタフェースウィンドウを備えるタッチ
スクリーンを持つモニタ除細動器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、タッチスクリーンディスプレイを持つ利用可能なモニタ除細動器は、知られてい
ない。これには、多くの理由がある。この理由は例えば、モニタ除細動器のユーザがしば
しば、ゴム手袋（時々２対のゴム手袋）を着用することを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ユーザがゴム手袋を着用している場合、特に、例えば、手袋が、ディスプレイのガラス
面にわたりユーザの指が滑らかにスライドするのを妨げるとき、一般的なタッチスクリー
ン技術は適切に機能しない。更に、デバイスディスプレイは、時々雨及び他の流体に対し
て露出される。液滴がディスプレイのガラス面に存在するとき、特に一般的によくあるこ
ととして流体が電気導電的である場合、一般的なタッチスクリーン技術は、適切に機能し
ない。
【０００４】
　こうして、斯かる理由によりモニタ除細動器で利用可能なタッチスクリーンは現在知ら
れていないが、タッチスクリーンディスプレイは、利用可能であり、現在利用可能な多く
のタブレットコンピュータ及びスマートフォンにおいて使用される。概して、ユーザは、
以下の２つの態様においてそれらと相互作用するためにこれらのプロダクトに組み込まれ
るタッチスクリーンを利用する。
【０００５】
　１）シングルタッチ制御：例えば、ユーザがタッチスクリーン上でシングルタッチする
ことにより、メニュー及びソフトキーが起動される。
【０００６】
　２）マルチタッチ制御：例えば、拡大、ページング、スクロール及び他のディスプレイ
ナビゲーション機能が、ユーザがタッチスクリーンを「つまむ及び拡大する」又は「タッ
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チ及びスワイプする」ことで実現される。
【０００７】
　本開示は、例えば、シングルタッチ及びマルチタッチ制御を持つことができるタッチス
クリーン・ユーザインタフェースを持つモニタ除細動器を開示及び記載する。タブレット
コンピュータ及びスマートフォンにおいてすでに見つかっていることと同様なタッチスク
リーン技術を利用するグラフィカルユーザインタフェースの機能及びアプリケーションを
提供するタッチスクリーン・ユーザインタフェースに加えて、モニタ及び除細動器に対し
て一意である追加的な機能及びアプリケーションが提供される。更に、タッチスクリーン
・ユーザインタフェースを使用することにより、モニタ及び除細動器に対して一意である
斯かる追加的な機能及びアプリケーションが、革命的な態様において提供されることがで
きる。これは、モニタ及び除細動器において現在利用可能であることが知られるものを越
える機能及び能力をユーザに提供する。
【０００８】
　現在利用可能なモニタ除細動器は一般に、タッチスクリーン技術が解決することができ
る複数のユーザインタフェース問題／課題を持つ。これらの問題／課題は、以下を含む。
【０００９】
　－詳細な患者情報を入力することは、現在困難で時間がかかる。完全なキーボードは、
モニタ除細動器に関して実際的であるとみなされるにはあまりに大きく分厚い。ソフトキ
ーボタン及び回転クリックホイールは、ユーザが正しい文字を見つける前に多くのオプシ
ョンを通りスクロールすることを必要とする。
【００１０】
　タッチスクリーン技術は、必要なときオンスクリーンキーパッドが利用できることを可
能にすることができる（例えば、ポップアップする）。これは、詳細な患者情報が、非常
に容易に及び迅速に入力されることを可能にする。
【００１１】
　－メニュー構造は一般に、複雑で使用するのが困難である。ユーザは現在通常、重要な
機能にアクセスするのに複数のボタンを押さなければならない（例えば、メニューを押圧
して、アップ／ダウンキーを用いてナビゲートし、その後選択するためにヒットする）。
【００１２】
　タッチスクリーン技術は、機能に対するより簡単なアクセスを可能にすることができる
。ユーザは、単に所望のメニューにタッチし、必要とされる機能へと指をスライドさせ、
指をディスプレイから持ち上げることにより、それを選択することができる。
【００１３】
　－拡大、ページング及び他のディスプレイナビゲーション機能は現在、実現するのが困
難である。例えば、ＥＣＧ波形の振幅を変化させることは、専用のアップ／ダウンハード
キーを必要とするか、又は、メニュー及びソフトキーを使用する複数のステップ選択プロ
セスを必要とする。
【００１４】
　タッチスクリーン技術は、ユーザが、単に波形にタッチし、（例えば、マルチタッチ実
現を介して）ピンチアウトすることでそれを拡大することを可能にすることができる。
【００１５】
　－モニタ除細動器のディスプレイにおけるＥＣＧ波形のレビューは現在一般に、デバイ
スメモリが１人の患者から数時間分の記録をすることができる場合であっても、数秒の短
いセグメントに制限される。記録されたＥＣＧのより長いセグメントをレビューすること
は通常、小型のストリップチャートプリンタに対して印刷することを必要とする。モニタ
除細動器における小型プリンタは通常、遅く、機械的な故障の影響を受けやすい。特に、
落下のショック、震動及び他の危険にさらされるときはなおさらである。メモリにおける
拡張されたＥＣＧデータをレビューするのに機械的な制御（機能ボタン、メンブレンキー
パッド、スクロールホイール等）を使用することは一般に、便利でない、又は直観的でな
いと考えられる。機械的な制御は、表示されたＥＣＧとはかなり物理的に分離され、関心
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ＥＣＧ波形を通り選択及びスクロールするオペレータ作動を必要とする。
【００１６】
　－表示されたＥＣＧ波形を操作するのに機械的な制御（例えば、機能ボタン、メンブレ
ンキーパッド、スクロールホイール等）を使用することは一般に、便利でない、又は直観
的でない。機械的な制御は、表示されたＥＣＧとはかなり物理的に分離され、関心波形を
選択するオペレータ作動及び波形を拡大又は縮小するための所望の処理を必要とする。
【００１７】
　－すべての既存のモニタ除細動器は、エネルギーレベルを選択し、チャージし、ショッ
クを与え及び患者の治療を同期化するのに、機械的な制御を使用すると考えられる。治療
に関する機械的な制御は概して、回転スイッチ、スクロールホイール、ボタン、メンブレ
ンスイッチ及び他の電気機械入力デバイスを含む。動く要素を持つ機械的な入力デバイス
は概して、動く要素のない電子入力デバイスより信頼性が高くない。多種多様な手サイズ
に適応するため、治療に関する機械的な制御は概して、大きく、モニタ除細動器制御パネ
ル上で相当な空間を消費する。
【００１８】
　更に、タッチスクリーンは、いくつかのラベルのローカライゼーションに関する必要を
除去する又は減らす。それは、機械的な要素を変化させる（例えば、最大治療設定を変化
させる、ペーシングを加える等）ことなしに、デバイス機能のカスタム化を可能にする。
【００１９】
　本発明は、モニタ除細動器の既存のユーザインタフェースでは可能でない新規機能を可
能にすることに加えて、これら及び他の問題／課題を克服することを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の例示的な実施形態によれば、監視ユニット、治療ユニット及びタッチスクリー
ンを含むディスプレイを有するデバイスが提供される。
【００２１】
　上記監視ユニットが、例えば人の心電図（ＥＣＧ）といった人のバイタルサインをモニ
タよう構成されることができる。上記ディスプレイが、上記ＥＣＧを表示するよう構成さ
れることができる。
【００２２】
　更に、上記タッチスクリーンにタッチすることにより、上記表示されたＥＣＧをユーザ
が前後にスクロールすることを可能にするよう、上記ディスプレイが構成されることがで
きる。上記タッチスクリーンにタッチすることにより、上記表示されたＥＣＧをユーザが
ズームイン及びズームアウトすることを可能にするよう、上記ディスプレイが構成される
ことができる。
【００２３】
　更に、上記ディスプレイにおいて一緒に表示するため、上記ＥＣＧの２つ又はこれ以上
の別々のセグメントをユーザが選択することを可能にするよう、上記ディスプレイが構成
されることができる。上記セグメントが、上記ＥＣＧの間のセグメントにより分離される
ことができ、上記間のセグメントが上記ディスプレイで表示されないようユーザが隠すこ
とを可能にするよう、上記ディスプレイが構成されることができる。
【００２４】
　上記タッチスクリーンが、シングルタッチ制御及び／又はマルチタッチ制御を介して上
記ユーザにより使用されるよう構成されることができる。
【００２５】
　上記ディスプレイが、複数のユーザインタフェースウィンドウを持つよう構成されるこ
とができる。１つのウィンドウが、上記監視ユニット及び／又は上記治療ユニットに関連
付けられる機能だけを表示するよう構成されることができる。１つ又は複数のウィンドウ
が、１つ又は複数のソフトウェアアプリケーションを表示するよう構成されることができ
る。このソフトウェアアプリケーションは、電子患者看護記録（ｅＰＣＲ）アプリケーシ



(5) JP 6466351 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

ョンを含むことができる。
【００２６】
　上記治療ユニットが、電気的なショックを与えるよう構成されることができる。
【００２７】
　監視パラメータを設定する、上記電気ショックの投与を開始する、メニューをナビゲー
トする、上記ｅＰＣＲにおいて情報を入力する、並びに／又は、情報を取得する、及び／
若しくはリモートコンピュータ及び／若しくはクラウドに情報を送信することをユーザが
行うことを可能にするよう、上記タッチスクリーンが構成されることができる。
【００２８】
　本発明の別の例示的な実施形態によれば、デバイスを製造する方法が与えられ、この例
示的な方法は、監視ユニットを提供するステップと、治療ユニットを提供するステップと
、タッチスクリーンを持つディスプレイユニットを提供するステップとを有し、監視ユニ
ットからのどんな情報が表示され、及び監視ユニットからの情報がどのように表示される
かを制御することを含めて監視ユニットからの情報を表示するため、並びに治療ユニット
を制御するため、人がシングルタッチ又はマルチタッチジェスチャの少なくとも１つを使
用することができるよう、上記タッチスクリーンが構成される。
【００２９】
　例示的な方法は、人の心電図（ＥＣＧ）をモニタことができるよう、上記監視ユニット
を構成するステップを更に有することができる。例示的な方法は、電気ショックを与える
ことができるよう上記治療ユニットを構成するステップを更に有することもできる。
【００３０】
　本発明の更に別の例示的な実施形態によれば、監視ユニット、治療ユニット、及びタッ
チスクリーンを持つディスプレイユニットを含むデバイスを使用する方法が提供される。
この方法は、監視ユニットからのどんな情報が表示され、及び監視ユニットからの情報が
どのように表示されるかを制御することを含めて監視ユニットからの情報を表示するため
、シングルタッチ及び／又はマルチタッチジェスチャを使用するステップと、上記治療ユ
ニットを制御するため、シングルタッチ及び／又はマルチタッチジェスチャを使用するス
テップとを有する。
【００３１】
　例示的な方法は、上記ディスプレイユニットに表示される人の心電図（ＥＣＧ）をモニ
タステップと、上記ディスプレイユニットに表示される情報に基づき、上記治療ユニット
を介して電気ショックを与えるステップとを更に有することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】同じタッチスクリーン上に２つのユーザインタフェースウィンドウを含む本発明
によるモニタ除細動器ディスプレイの例示的な実施形態を示す図である。
【図２】本発明によるタッチスクリーンが一体化されるモニタ除細動器のプライマリユニ
ットの例示的な実施形態を示す図である。
【図３】本発明によるデバイスを製造する例示的な方法のフローダイアグラムを示す図で
ある。
【図４】本発明によるデバイスを使用する例示的な方法のフローダイアグラムを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明の前述及び他の形式並びに本発明の様々な特徴及び効果が、添付の図面と共に、
本発明の様々な実施形態の以下の詳細な説明から更に明らかになる。詳細な説明及び図面
は、本発明を限定するものではなく、単に説明するものである。本発明の範囲は、添付の
特許請求の範囲及びその均等の範囲によって規定される。
【００３４】
　本発明の理解を容易にするため、本発明の例示的な実施形態が、添付の図面を参照して
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本書において説明される。
【００３５】
　例えば、特定の問題／課題に関連して上記に提供されるソリューション及び利点に加え
て、本書に開示及び説明される本発明によるモニタ除細動器の例示的な実施形態は、以下
の重要な特徴／機能の１つ又は複数（又は全て）を提供するためにタッチスクリーン技術
を利用するグラフィカルユーザインタフェースを持つことができる。
【００３６】
　－使いやすさ（例えば、直観的なユーザ制御）。
【００３７】
　－重要な制御への迅速なアクセス（例えば、デバイスがどのように使用されるかに基づ
かれる集中制御）。
【００３８】
　－機能メニュー及びソフトキーの簡単な選択（例えば、シングルタッチ機能を使用する
）。
【００３９】
　－より強力でインタラクティブなディスプレイナビゲーション機能（例えば、マルチタ
ッチ機能を使用する）。
【００４０】
　－専用のハードキー及びラベルがより少ないこと（例えば、より散乱しておらず高価で
なく、変換するのにシンプル）。
【００４１】
　本発明の例示的な実施形態によれば、タッチスクリーン技術を利用するグラフィカルユ
ーザインタフェースが、シングルタッチ及び／又はマルチタッチ制御を用いて実現される
ことができる。これは、例えば以下のタッチスクリーン技術を利用／実現することにより
、達成されることができる。
【００４２】
　－抵抗性タッチ（アナログ及びデジタルの両方）；及び／又は
【００４３】
　－投影された容量性タッチ。
【００４４】
　これらの特定のタッチ技術が、苛酷な環境（例えば、ディスプレイが濡れる場合がある
屋外の使用）において、ゴム手袋を着用するユーザに対して機能することができること及
びその信頼性に基づき、モニタ除細動器において用いられることが好ましい。
【００４５】
　更に、タッチスクリーン技術は常に洗練及び改善される（例えば、解像度の増加及びコ
ストの低下）。斯かる洗練及び改良されたタッチスクリーン技術が、本発明の範囲に含ま
れると考えられる。
【００４６】
　上述した機能及び利点に加えて、本発明の例示的な実施形態は、モニタ除細動器に対し
てユニークな追加的な機能及び用途を提供することができる。これらのいくつかは、革命
的な態様において提供されることができ、モニタ及び除細動器で利用可能であることが現
在知られる機能及び能力を超える機能及び能力をユーザに提供する。例えば、本発明の例
示的な実施形態は、以下を提供することができる。
【００４７】
　－拡張されたＥＣＧ波形の選択及びレビューのためのタッチスクリーンの使用。
【００４８】
　－表示されたＥＣＧ波形の選択及び操作のためのタッチスクリーンの使用。
【００４９】
　－治療に関する機械的な制御を置き換えるタッチスクリーンの使用。
【００５０】
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　例えば、本発明の例示的な実施形態によれば、タッチスクリーンの使用は、拡張された
ＥＣＧ波形の選択及びレビューのために提供される。例えば、タッチスクリーン・ユーザ
インタフェースを用いて、オペレータは、表示された関心ＥＣＧ波形をレビューするため
、スクリーン上に直接１つの指を置く。左又は右に１つの指をスライドさせるといったジ
ェスチャは、記録されたＥＣＧメモリを介して、波形の表示された部分を前方又は後方に
それぞれ進ませる。遅いジェスチャは、精細な時間分解能（秒）を提供し、より迅速なジ
ェスチャは、オペレータが拡張されたＥＣＧメモリ（分及び時間）を通して迅速にスキャ
ンすることを可能にする。表示された波形に直接タッチすることは、直観的で、関心波形
を選択するための機械的な制御を介する及び波形をレビューするための所望の処理を介す
る、余分な処理の必要性を除去する。
【００５１】
　本発明の例示的な実施形態は、表示されたＥＣＧ波形を選択及び操作する（例えば、拡
大又は縮小する）ためのジェスチャの使用を提供することができる。例えば、タッチスク
リーン・ユーザインタフェースを用いて、オペレータは、表示された関心ＥＣＧ波形を操
作するため、スクリーンに直接２本の指を置く。２本の指を使用することにより、オペレ
ータは、ＥＣＧ波形のグラフィックディスプレイを拡大又は縮小するため、タッチスクリ
ーンに対してつまむジェスチャ（指先を一緒に近づける、又は、遠ざける）を適用する。
上述したように、表示された波形に直接タッチすることは一般に、直観的であると考えら
れ、関心波形を選択するための機械的な制御を介する及び波形を操作するための所望の処
理を介する余分な処理の必要性を除去する。
【００５２】
　本発明の例示的な実施形態は、治療に関する機械的な制御を置き換えるために、タッチ
スクリーンの使用を提供することができる。例えば、タッチスクリーン・ユーザインタフ
ェースにおいて、治療制御に関するグラフィックアイコンが、従来の機械的な制御を置き
換える。オペレータは、対応する機能を起動させるために機械的なスイッチを瞬間的に押
圧する代わりに、充電、ショック、同期化又はペーシングに関するグラフィックアイコン
を瞬間的にタッチする。エネルギー選択に関して、タッチスクリーン・ユーザインタフェ
ースは、エネルギーレベルのリストを表示し、所望のエネルギーレベルにタッチすること
をオペレータに促す。代替的に、タッチスクリーン・ユーザインタフェースは、１つのエ
ネルギーレベルを表示し、エネルギーレベル選択を増加又は減少するために、２つ又はこ
れ以上の追加的な制御アイコンを提供する。
【００５３】
　更に、本発明によるモニタ除細動器の例示的な実施形態は、追加的なユーザインタフェ
ースウィンドウに関するタッチスクリーンを具備することができる。例えば、本発明の例
示的な実施形態によるモニタ除細動器において実現される単一のタッチスクリーンは、モ
ニタ除細動器及び例えば電子患者看護記録（ｅＰＣＲ）アプリケーションといった独立ソ
フトウェアアプリケーションに関するグラフィカルユーザインタフェースを提供すること
ができる。
【００５４】
　現在利用可能な技術を用いる現在のプラクティスにおいて、ＥＭＳ人員は概して、モニ
タ除細動器及び例えば電子患者看護記録（ｅＰＣＲ）に関するサードパーティ製アプリケ
ーションといった他のソフトウェアを用いて、患者臨床情報を取得及び管理する。モニタ
除細動器は１つのユーザインタフェースを持つ。一方、他のソフトウェアアプリケーショ
ンは一般に、ラップトップ又は他のコンピュータ又はタブレット上に別々のユーザインタ
フェースを必要とする。従って、ＥＭＳ人員は概して、患者に対処するとき情報を収集及
び管理するために、２つのデバイス及び２つ又はこれ以上のユーザインタフェースを巧み
に使わなければならない。現在利用可能な技術を用いるこの現在のプラクティスは、多数
の不利な点及び可能性として深刻な課題をもたらす可能性がある。例えば、情報の冗長な
入力、データ入力エラーの増加された可能性、しばしば重要で時間的に致命的な臨床診断
及び／又は処置活動から離れる時間をもたらすことがありうる。
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【００５５】
　本発明による例示的な実施形態は、これら及び他の問題／課題を解決することができる
。例えば、
【００５６】
　－重複するハードウェアを除去することができる。接続性及びクラウドコンピューティ
ングを用いて、ユーザインタフェースとは別にソフトウェアアプリケーションを実行する
専用のコンピュータハードウェアに関する必要性が減らされる。複数のユーザインタフェ
ースをサポートするタッチスクリーンを持つモニタ除細動器システムの本発明による例示
的な実施形態は、独立又はサードパーティのソフトウェアアプリケーションを実行するた
めに、専用のラップトップ又は他のコンピュータ又はタブレットに関する必要性及び余分
の費用を削減することができる。
【００５７】
　－バイタルサインが、医師の視野において常に見えるようにすることができる。別々の
ユーザインタフェース・ハードウェアを用いて、医者は概して、別々のラップトップ又は
他のコンピュータ又はタブレットで実行される例えばｅＰＣＲといった独立又はサードパ
ーティのソフトウェアアプリケーションを作動させ、及びこれと相互作用するために、モ
ニタ除細動器インタフェースから目をそらさなければならない。本発明の例示的な実施形
態によれば、複数のユーザインタフェースは、１つのモニタ除細動器タッチスクリーンに
一体化されることができる。これは、ｅＰＣＲとインタフェースする間でさえ、医師の即
時的な視野においてこの情報の連続的な表示を提供することにより、医師が、集中したま
まであり、患者バイタルサインを認識することを可能にする。なぜなら、ｅＰＣＲが、（
例えば、タッチスクリーンの別々のユーザインタフェースウィンドウ又はセクションにお
いて）同じタッチスクリーン上に提供されるからである。
【００５８】
　－データ転送が単純化される。ＥＭＳ環境において１つのデバイス又はソフトウェアア
プリケーションから他方へデータを送信する典型的な方法は通常、複雑である。これは、
送信元及び送信先のユーザインタフェースで複数のステップを必要とする。本発明の例示
的な実施形態によれば、同じタッチスクリーンにおける別々のウィンドウ（又はセクショ
ン）は、例えば１つの簡単な手のジェスチャを用いて、医者が、モニタ除細動器からソフ
トウェアアプリケーションへ、又はこの逆へと臨床情報をドラッグアンドドロップするこ
とを可能にすることができる。別々のウィンドウの概念は、アプリケーションを開くだけ
でなく、デスクトップ上のアイコン、システムトレイ又はメニューバー、ファイル管理な
ども開く。例えば、アイコン上へ１つのアプリケーションから情報をドラッグアンドドロ
ップすることは、ファイルの保存、電子メール送信又は遠隔位置への無線通信を開始させ
ることになるかもしれない。
【００５９】
　例えば、図１は、同じタッチスクリーン１１０上に２つのユーザインタフェースウィン
ドウ１２０、１３０を含む本発明による、モニタ除細動器ディスプレイ１００の例示的な
実施形態を示す。
【００６０】
　図１に示されるように、左にあるユーザインタフェース（Ｕ／Ｉ）ウィンドウ１２０は
、モニタ除細動器を表し、右にあるＵ／Ｉウィンドウ１３０は、ｅＰＣＲアプリケーショ
ンを表す。上記の例は２つのウィンドウを示す。しかし、特に、同時に完全に目にするこ
とができるようすべてのウィンドウがタイル化されるとき（tiled）、サイズ及び可視性
の実際的な限界内にある２つ以上のＵ／Ｉウィンドウに対して、同じ概念が当てはまる。
しかしながら、本発明の特定の例示的な実施形態によれば、すべてのウィンドウが必ずし
も同時に完全に見えるというわけではなく、むしろあまり重要でないウィンドウが、常に
見える重要なデータを表示するウィンドウに切り換えられるよう、より多数のウィンドウ
を持つことが可能である。この切り換えることは、手動で開始されることができるか又は
自動的に実行されることができる（例えば、変更された情報を表示するウィンドウ又は入
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力を待っているウィンドウが、前面に自動的に切り換えられる又はポップアップされる）
。例えば、１つのウィンドウが常に、モニタ除細動器の機能（例えば、モニタリング及び
治療）に専用とされつつ、他のウィンドウは、ｅＰＣＲを含むがこれに限定されない様々
なＥＭＳソフトウェアアプリケーションに割り当てられることができる。
【００６１】
　タッチスクリーンは、モニタ除細動器のプライマリユニット又はハンドヘルドに便利な
遠隔タブレットに一体化されることができる。
【００６２】
　図２は、本発明によるタッチスクリーンが一体化されるモニタ除細動器２００のプライ
マリユニットの例示的な実施形態を示す。一体的ハウジング２７０は、タッチスクリーン
１１０を含むディスプレイ１００を含む。一体的ハウジング２００は、患者監視回路を含
む患者監視ユニット２１０及び除細動治療回路を含む治療ユニット２２０も含む。一体的
ハウジング２７０は、臨床プロセッサ、メモリ、ファイアウォール回路及び通信インタフ
ェースを含むこともできる。
【００６３】
　実際的な考慮点は、波形及び監視パラメータをレンダリングするため、複数のウィンド
ウに関する充分なサイズ（例えば１０．１インチの対角線）及び十分なディスプレイ解像
度（１０２４ｘ７６８）を含む。
【００６４】
　追加的なタッチスクリーンウィンドウにおいて、独立又はサードパーティのアプリケー
ションを実行するために、モニタ除細動器システムは、標準的なオペレーティングシステ
ム（例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標））、及び臨床機能と独立又
はサードパーティのアプリケーションとの間の隔離を含むことができる。例えば、２０１
２年１２月２６日に出願され、その全体が参照により本書に含まれる「Monitor Defibril
lator Telemedicine Server」というタイトルの米国特許出願番号第６１／７４５号，８
３３１号は、非セイフティクリティカルなｅＰＣＲ機能と一緒に安全に実行されるセイフ
ティクリティカルな治療／モニタリング機能の例示的な実施形態を開示及び説明する。例
えば、ユーザインタフェースウィンドウを実行するシンクライアントだけを用いて、特に
リモートで提供される又はクラウドベースの（ＥＭＳ）アプリケーションを実行する能力
を持つことを必要とする本発明の例示的な実施形態において、無線接続が実現されること
もできる。
【００６５】
　図１に戻って、そこに記載される本発明の例示的な実施形態を参照すると、モニタ除細
動器ウィンドウ（１２０）は常に、アクティブで、見えるよう構成されることができる。
その結果、患者バイタルサイン及び監視パラメータが常に医師の視野にある。ＥＭＳオペ
レータは、モニタ除細動器ウィンドウにおいて他のアプリケーションを実行する機会又は
手段を持たない。代替的に、他のウィンドウ（１３０）が、独立又はサードパーティのソ
フトウェアに割り当てられることができて、例えばＥＭＳエージェンシー及び／又は状況
のプリファレンス及び必要性に基づき、１つ又は複数のＥＭＳアプリケーションを実行す
るよう構成されることができる。例えば、必要に応じて、全体のディスプレイ（１００）
及び／又はタッチスクリーン（１１０）が、モニタ除細動器ウィンドウとして使用される
ことができる。例えば、単純なタッチ又はスワイプ処理が、他のウィンドウを「隠す」こ
とができる。例えば、このディスプレイ機能は、製造業者レベル、エージェンシーレベル
（例えば、構成特権を持つ誰かによってのみ）において、又は、ユーザによるフィールド
（filed）において構成されることができる。
【００６６】
　更に、本発明の例示的な実施形態によれば、モニタ除細動器ソフトウェアは、モニタ除
細動器と他のユーザインタフェースウィンドウにおいて実行されるアプリケーションとの
間のデータフローを仲裁することができる。例えば、ディスパッチ番号、患者名又は医学
履歴といったデータが、独立又はサードパーティのアプリケーションからモニタ除細動器
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へと流れることができる。一方、臨床監視パラメータ及びバイタルサインを含む患者デー
タは、モニタ除細動器から独立又はサードパーティのアプリケーションへと流れることが
できる。更に、情報の流れは、患者健康管理情報を保護するための法及び規則に従うよう
構成及び制御されることができる。これは、斯かる法及び規則に従いつつ、ＥＭＳ又は他
の医学サービスを提供するのに適しているように、送信、利用及び／又は匿名で格納され
ることを含むがこれに限定されるものではない。
【００６７】
　ＥＭＳ医師は、１つのユーザインタフェースから別のインタフェースへとデータを転送
するため、適切なタッチジェスチャを使用することができる。例えば、本発明の特定の例
示的な実施形態によれば、モニタ除細動器Ｕ／Ｉウィンドウ上での非侵襲性の血圧（ＮＩ
ＢＰ）結果のタッチ及びそれに続く、他のウィンドウへの指先のスライドは、サードパー
ティ又は他の（オペレーティングシステム、遠隔位置等の）アプリケーション対して、そ
の結果を転送する。逆にいえば、サードパーティアプリケーションウィンドウにおいて患
者の名（又は番号又は別名）にタッチして、これに続いてモニタ除細動器ウィンドウへと
指先をスライドすると、モニタ除細動器に名前が転送される。
【００６８】
　本発明によるモニタ除細動器の例示的な実施形態は、１つのＵ／Ｉウィンドウから、独
立又はサードパーティのアプリケーションとＥＭＳエージェンシーワークフローとの他の
保留中のシステムインテグレーションへと、データフィールドを自動的に配置するよう構
成されることもできる。
【００６９】
　図３は、本発明によるデバイスを製造する例示的な方法のフロー図３００を示す。例え
ば監視ユニット２１０といった監視ユニットが、監視ユニットを提供するステップ３１０
で提供される。例えば治療ユニット２２０といった治療ユニットが、治療ユニットを提供
するステップ３２０で提供される。タッチスクリーンを持つ例えばディスプレイ１００と
いったディスプレイユニットが、タッチスクリーンを持つディスプレイユニットを提供す
るステップ３３０において提供される。この場合、監視ユニットからのどんな情報が表示
され、及び監視ユニットからの情報がどのように表示されるかを制御することを含めて監
視ユニットからの情報を表示するため、並びに治療ユニットを制御するため、人がシング
ルタッチ及び／又はマルチタッチジェスチャを使用することができるよう、タッチスクリ
ーンが構成される。タッチスクリーンは、例えば本書に開示及び説明されるタッチスクリ
ーン１１０とすることができる。
【００７０】
　本方法のいくつかの例示的な実施形態は、人の心電図（ＥＣＧ）をモニタことができる
監視ユニットを構成すること、及び／又は電気的なショックを与えることができる治療ユ
ニットを構成することも含むことができる。
【００７１】
　図４は、本発明によるデバイスを使用する例示的な方法のフロー図４００を示す。例え
ば、ステップ４１０において、オペレータは、監視ユニットからのどんな情報が表示され
、及び監視ユニットからの情報がどのように表示されるかを制御することを含めて監視ユ
ニットからの情報を表示するため、シングルタッチ及び／又はマルチタッチジェスチャを
使用することができる。ステップ４２０において、オペレータは、治療ユニットを制御す
るため、シングルタッチ及び／又はマルチタッチジェスチャを使用することができる。本
方法のいくつかの例示的な実施形態は、ディスプレイユニットに表示される人の心電図（
ＥＣＧ）をモニタステップと、ディスプレイユニットに表示される情報に基づき治療ユニ
ットを介して電気的なショックを与えるステップを含むこともできる。
【００７２】
　本発明は、例えば院内モニタ／除細動器（例えば、病院職員により使用される）及び／
又は入院前のモニタ／除細動器（例えば、ＥＭＳ人員により使用される）といったモニタ
除細動器に関して説明されてきたが、当業者であれば、本書に与えられる教示の観点から
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、本発明の例示的な実施形態が、以下に限定されるものではないが、患者モニタ（例えば
、ＥＣＧモニタ）、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）及び／又は他の除細動器を含む他の医
学デバイスにおいて実現されることができる点を理解されるであろう。実際、これらの他
のタイプのプロダクトにおいて実現される本発明の例示的な実施形態は特に、本発明の範
囲内にあると想定及び考慮される。
【００７３】
　更に、当業者であれば、本書における教示の観点から理解されるように、本開示／明細
書に記載され、及び／又は添付の図に表される特徴、要素、部品等は、ハードウェア及び
ソフトウェアのさまざまな組合せにおいて実現されることができ、単一の要素又は複数の
要素において組み合わせられることができる機能を提供することができる。例えば、図面
に示される／説明される／表されるさまざまな特徴、要素、部品等の機能は、専用のハー
ドウェアの使用を介してだけでなく、適切なソフトウェアに関連してソフトウェアを実行
することができるハードウェアの使用を介して提供されることができる。プロセッサによ
り提供されるとき、この機能は、単一の専用のプロセッサにより、単一の共有プロセッサ
により、又は複数の個別のプロセッサにより与えられることができる。個別のプロセッサ
の幾つかは、共有及び／又はマルチプレクス化されることができる。更に、「プロセッサ
」又は「コントローラ」という用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行することがで
きるハードウェアを排他的に参照するものとして解釈されるべきでなく、以下に限定され
るものではないが、デジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、メモリ（例え
ば、ソフトウェアを格納する読出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ
（「ＲＡＭ」）、非揮発性記憶装置等）、並びに処理を実行及び／又は制御することがで
きる（及び／又は構成可能な）実質的に任意の手段及び／又は機械（ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、これらの組み合わせ等を含む）を黙示的に含むことができる
。
【００７４】
　更に、本発明の原理、側面及び実施形態並びにその特別の実施例を述べる本書における
すべての記載は、その構造的及び機能的均等の範囲の両方を含むものとして意図される。
更に、斯かる均等の範囲は、現在既知の均等の範囲だけでなく、将来開発される均等の範
囲（例えば、構造に関係なく、同じ又は実質的に類似する機能を実行することができるよ
う開発される任意の要素）を含むことが意図される。こうして、例えば、本書に与えられ
る教示の観点から、当業者であれば、本書の任意のブロック図が、本発明の原理を実現す
る図式的なシステム要素及び／又は回路の概念的な表示を表すことを理解されたい。同様
に、当業者であれば、本書の教示の観点から、コンピュータ又はプロセッサが明示的に示
されるかどうかに関わらず、任意のフローチャート、フロー図等は、コンピュータ可読記
憶媒体で実質的に表されることができ、処理機能を持つコンピュータ、プロセッサ又は他
のデバイスにより実行されることができるさまざまな処理を表すことができる点を理解さ
れたい。
【００７５】
　更に、本発明の例示的な実施形態は、例えばコンピュータ又は任意の命令実行システム
による使用又はこれに関連した使用のためのプログラムコード及び／又は命令を提供する
、計算機が使用可能な及び／又はコンピュータ可読記憶媒体からアクセス可能なコンピュ
ータプログラムの形をとることができる。本開示によれば、計算機が使用可能な又はコン
ピュータ可読記憶媒体は、例えば、命令実行システム、装置又はデバイスによる使用又は
これに関連した使用のためのプログラムを、含む、格納する、通信する、伝播する又は運
搬することができる任意の装置とすることができる。斯かる例示的な媒体は例えば、電気
、磁気、光学、電磁気、赤外線若しくは半導体システム（又は、装置若しくはデバイス）
、又は伝搬媒体とすることができる。コンピュータ可読媒体の例は、半導体又はソリッド
ステートメモリ、磁気テープ、リムーバブルコンピュータディスケット、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ（ドライブ）、リジッド
磁気ディスク及び光学ディスクを含む。光学ディスクの現在の例は、読出し専用コンパク



(12) JP 6466351 B2 2019.2.6

10

トディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）、読出し／書込みコンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及び
ＤＶＤを含む。更に、今後開発されることができる任意の新規なコンピュータ可読媒体が
、本発明及び開示の例示的な実施形態に基づき使用又は参照されるコンピュータ可読媒体
と考えられることもできる点を理解されたい。
【００７６】
　ＥＣＧレビュー及び治療に関するタッチスクリーンユーザインタフェースを持つモニタ
除細動器、及び追加的なユーザインタフェースウィンドウを備えるタッチスクリーンを持
つモニタ除細動器に関する好ましい及び例示的な実施形態が説明されたが（これらの実施
形態は、説明を目的とするものであり、限定を意図するものではない）、添付の図及び請
求項を含む本書に与えられる教示を考慮して、修正及び変更が当業者によりなされること
ができる点に留意されたい。従って、本書に開示される実施形態の範囲に含まれる本開示
の好ましい及び例示的な実施形態において／これに対して、変更が加えられることができ
る点を理解されたい。
【００７７】
　更に、本開示によるデバイスにおいて使用／実現されることができるようなデバイス等
を組み込む及び／又は実現する、対応する及び／又は関連するシステムも同様に想定され
、本発明の範囲内であると考えられる。更に、本開示によるデバイス及び／又はシステム
を製造及び／又は使用する対応する及び／又は関連する方法も同様に想定され、本発明の
範囲内であると考えられる。

【図１】 【図２】
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